
【現在】

民生委員、区長会、まちづくり推

進組織、社会福祉協議会、長寿

クラブ、ボランティア団体、地域

包括支援センター

【改正案】

地域の実情やニーズに応じて必

地域ケア会議（地域ケア推進会議）

地域支援検討部会 包括ケア検討部会（介護予防支援会議）

個別ケース会議

・医師

・歯科医師

・薬剤師

・民生委員

・介護サービス事業者

・社会福祉協議会

・長寿クラブ

・その他市長が認めた者 のうち、13人以内

③地域課題の発見

④地域づくり・資源開発

主な機能

①個別課題解決

②地域包括支援・ネットワーク構築

③地域課題の発見

主な機能

ケース内容に応じた

関係者

構成員

②地域包括支援・ネットワーク構築

③地域課題の発見

主な機能

地域の実情やニーズに応じて必

要な者＝第１層協議体委員

構成員

関係団体から推薦を受けた者又は専門的業務に

携わる者（介護支援専門員、介護サービス事業所、

社会福祉協議会、医療機関相談員、東濃成年後見

センター、地域包括支援センター等）

構成員

協

議

体

構成員

④地域づくり・資源開発

⑤政策形成機能

主な機能

・地域の情報及び問題点の共有

・支え合いの地域づくりの視点で

感じる地域課題について意見交

換

・地域で支え合う仕組みづくりの

検討

内容

・困難事例のケアマネジメント支援

・困難事例に関する関係機関との情報共有と連携

内容

・介護予防及び自立支援サービスの調整

・自立支援に資するケアマネジメントの支援

・サービス事業所、関係機関との連携及び支援

・専門職の視点からの地域課題について意見交換

内容

・各部会の実施計画及び実施状況の報告

・瑞浪市の地域課題の共有（各部会及び保

険年金課より）

・地域包括ケアの総合的な整備にかかる事

業（新規及び変更）の審議

内容

資料１－１



令和８年度地域ケア会議　年間計画（案）
資料１－２


